
 

 

 

 

 

 

 

「絶対もうかる競馬のレース情報がある」「情報料を支払うと着順を教える」と誘わ

れ、お金を支払って受け取った情報をもとに馬券を購入したが当たらないという相談

を受けます。 

 

＜事例＞ 

 公営競馬の勝ち馬情報を流している業者から「地方競馬に参加しないか。馬券は当

社が購入する。配当金が１０万円以内なら払い戻しを受けてから３０％の手数料を払

ってほしい。１０万円以上なら先に３０％の手数料を払ってくれ」と言われ、応諾したが、

契約書面は交わさなかった。 

 業者から「購入した馬券が当たった、１０万円以上の配当がついた。先に手数料を

払え」と言われ、支払ったが配当金を払ってくれない。 

 

 

 

＜消費者へのアドバイス＞ 

 競馬はさまざまな不確定要素があるので「必ず儲かる」という情報はありません。無

料や低廉な金額ならと思い、安易に申し込むと巧みに勧誘され、高額な支払いになり

ます。 

 業者へ返金を求めても返金される可能性は少なく、連絡不能になることもあります。 

安易に契約しないようにしましょう。トラブルにあったら、早めに消費生活センターに

ご相談ください                       

 

 

                          


